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  規　　　　　則  

　山形県児童福祉法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　平成24年３月30日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

山形県規則第23号

　　　山形県児童福祉法施行細則の一部を改正する規則

　山形県児童福祉法施行細則（昭和42年３月県規則第11号）の一部を次のように改正する。

　第２条第１項第５号中「第４項」を「第３項」に改め、同項第11号中「、第31条第２項」を「並びに第31条第２

項」に改め、「、第63条の２第１項及び第２項並びに第63条の３第１項」を削り、同項第12号中「、第31条第２項」

を「並びに第31条第２項」に改め、「、第63条の２第１項及び第２項並びに第63条の３第１項」を削り、同項第13号

及び第14号を削り、同条第２項第６号中「第27条の２第１項、」を「第27条の２第１項並びに」に改め、「、第63条

の２第１項及び第２項並びに第63条の３第１項」を削る。

　第２条の３中「第６条の３第１項」を「第６条の４第１項」に改める。

　第２条の４及び第２条の５第２項第３号中「第34条の19第１項各号」を「第34条の20第１項各号」に改める。

　第２条の６第１項中「第６条の２第８項」を「第６条の３第８項」に改める。

　第２条の７第１項第２号中「第34条の19第１項第１号」を「第34条の20第１項第１号」に改め、同項第３号中

「第34条の19第１項第２号から第４号まで」を「第34条の20第１項第２号から第４号まで」に改める。

　第２条の８第１項第１号中「第６条の３第１項」を「第６条の４第１項」に改め、同条第２項第１号中「第45条

第２項」を「第45条の２第２項」に改める。

　第３条第１項中第33号を第34号とし、第26号から第32号までを１号ずつ繰り下げ、同項第25号中「第34条の11第

３項」を「第34条の12第３項」に改め、同号を同項第26号とし、同項第24号中「第34条の11第２項」を「第34条の

12第２項」に改め、同号を同項第25号とし、同項第23号中「第34条の11第１項」を「第34条の12第１項」に改め、

同号を同項第24号とし、同項第22号中「第34条の３第３項」を「第34条の４第３項」に改め、同号を同項第23号と

し、同項第21号中「第34条の３第２項」を「第34条の４第２項」に改め、同号を同項第22号とし、同項第20号中

「第34条の３第１項」を「第34条の４第１項」に改め、同号を同項第21号とし、同項第15号から第19号までを１号

ずつ繰り下げ、同項第14号中「指定知的障害児施設等」を「指定障害児入所施設」に、「指定知的障がい児施設等辞

退申出書（別記様式第４号の９）」を「指定障がい児入所施設辞退申出書（別記様式第４号の７）」に改め、同号

を同項第15号とし、同項第11号から第13号までを削り、同項第10号中「高額障害児施設給付費」を「高額障害児入

所給付費」に、「高額障がい児施設給付費支給申請書」を「高額障がい児入所給付費支給申請書」に改め、同号を

同項第14号とし、同項第９号中「による施設受給者証」を「による入所受給者証」に、「障がい児施設受給者証再交

付申請書」を「障がい児入所受給者証再交付申請書」に改め、同号を同項第13号とし、同項第８号中「による施設

受給者証」を「による入所受給者証」に、「障がい児施設受給者証」を「障がい児入所受給者証」に改め、同号を

同項第12号とし、同項第７号中「障害児施設給付費」を「障害児入所給付費」に、「障がい児施設給付費支給変更届

出書」を「障がい児入所給付費支給変更届出書」に改め、同号を同項第11号とし、同項第６号中「障害児施設給付
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費」を「障害児入所給付費の支給の申請」に、「障がい児施設給付費兼特定入所障がい児食費等給付費支給申請書」

を「障がい児入所給付費兼特定入所障がい児食費等給付費支給申請書」に改め、同号を同項第10号とし、同項中第

３号から第５号までを４号ずつ繰り下げ、第２号の次に次の４号を加える。

　(3) 法第21条の５の15第１項の規定による指定障害児通所支援事業者の指定の申請及び法第24条の９第１項の規

定による指定障害児入所施設の指定の申請　指定障がい児通所支援事業者（指定障がい児入所施設）指定（更

新）申請書（別記様式第２号の２）

　(4) 法第21条の５の16第４項において準用する法第21条の５の15第１項の規定による指定障害児通所支援事業者

の指定の更新の申請及び法第24条の10第４項において準用する法第24条の９第１項の規定による指定障害児入

所施設の指定の更新の申請　前号に規定する様式

　(5) 法第21条の５の19第１項の規定による指定障害児通所支援事業者の指定に係る申請事項の変更の届出及び法

第24条の13の規定による指定障害児入所施設の指定に係る申請事項の変更の届出　指定障がい児通所支援事業

者（指定障がい児入所施設）変更届出書（別記様式第２号の３）

　(6) 法第21条の５の19第１項及び第２項の規定による指定通所支援の事業の再開、廃止又は休止に係る届出　指

定障がい児通所支援事業再開（廃止・休止）届（別記様式第２号の４）

　第３条第２項第２号中「前項第16号」を「前項第17号」に改める。

　第５条第１項第３号中「、第31条第２項」を「又は第31条第２項」に改め、「、第63条の２第１項若しくは第２項

又は第63条の３第１項」及び「本人の年齢が当該措置を受ける日の属する月の初日において20歳未満の」を削り、

同項中第４号を削り、第５号を第４号とし、同条第２項中「別表第４」を「別表第３」に改め、同条第３項第３号

中「、第31条第２項」を「若しくは第31条第２項」に改め、「、第63条の２第１項若しくは第２項又は第63条の３第

１項」を削る。

　第６条中「第27条の２第１項、」を「第27条の２第１項又は」に改め、「、第63条の２第１項若しくは第２項又は

第63条の３第１項」を削る。

　別表第１の備考第１項第３号中「別表第４」を「別表第３」に改める。

　別表第２の備考中第３項を削り、第４項を第３項とし、第５項を第４項とし、同備考第６項中「第27条の２第１

項、」を「第27条の２第１項又は」に改め、「、第63条の２第１項若しくは第２項又は第63条の３第１項」を削り、

同項を同備考第５項とし、同備考中第７項を第６項とし、第８項及び第９項を削り、第10項を第７項とする。

　別表第３を削り、別表第４を別表第３とする。

　別記様式第２号の次に次の３様式を加える。

user
ノート
平成２４年４月１６日付け第２３３６号５３９頁に正誤あり
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様式第２号の２

（表）

指定障がい児通所支援事業者（指定障がい児入所施設）指定（更新）申請書

年　　月　　日　　

　　　山形県知事　殿

申請者　　　主たる事務所の所在地　　　　　　　　　　　　　　

（事業者・設置者）名　称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　印　　

　指定障害児通所支援事業者（指定障害児入所施設）の指定を受けたいので児童福祉法第21条の５の15第１項（第

24条の９第１項）の規定により、下記のとおり関係書類を添えて申請します。

記

　（注）１　「法人種別」の欄は、社会福祉法人、医療法人、一般社団法人、一般財団法人、株式会社等の別を記

入してください。

　　　　２　「法人所轄庁」の欄は、申請者が主務官庁から認可を受けて設立した法人である場合に、その主務官

庁の名称を記入してください。

　　　　３　この申請には、次に掲げる書類を添付してください。

　　　　　(1) 事業者及び設置者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等の写し

　　　　　(2) 肢体不自由児通所医療又は障害児入所医療を提供する場合は、医療法第７条の許可を受けた病院又

は診療所であることを証する書類

　　　　　(3) 建物の構造概要及び平面図並びに設備の概要がわかる書類

　　　　　(4) 利用者の推定数がわかる書類

　　　　　(5) 事業所（施設）の管理者及び児童発達支援管理責任者の氏名、経歴及び住所がわかる書類

　　　　　(6) 運営規程の写し

ふ り が な

申
請
者
（
事
業
者
・
設
置
者
）

名 称

〒

　　　　　　　　　　県　　　　　　　　　郡・市主たる事務所の所在地

法人所轄庁法 人 種 別

ファックス番号電 話 番 号連絡先

ふ り が な職
　
名

代表者の職・氏名
氏 名

〒

　　　　　　　　　　県　　　　　　　　　郡・市代 表 者 の 住 所

ふ り が な

指
定
（
更
新
）
を
受
け
よ
う
と

す
る
事
業
所
（
施
設
）
　
　
　
 

事業所（施設）の名称

〒

　　山形県　　　　　　　　　　　　　　　郡・市
事業所（施設）の所在地

指定申請する事業所（施設）の事業開始予定年月日事業所（施設）の種類

　　　　　年　　　月　　　日
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　　　　　(7) 障がい児又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要がわかる書類

　　　　　(8) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態がわかる書類

　　　　　(9) 当該申請に係る資産の状況がわかる書類

　　　　　(10) 当該申請に係る事業に係る障害児通所給付費及び肢体不自由児通所医療費又は障害児入所給付費

及び障害児入所医療費の請求に関する事項がわかる書類

（裏）

児童福祉法及び他の法律において既に指定を受けている事業等

指定事業所番号指定年月日法律の名称
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様式第２号の３

指定障がい児通所支援事業者（指定障がい児入所施設）変更届出書

年　　月　　日　　

　　　山形県知事　殿

　　　　　　　　　　　　　　所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　

事業者（設置者）　名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　

代表者氏名　　　　　　　　　　　　印　　

　下記のとおり指定を受けた内容を変更しましたので、児童福祉法第21条の５の19第１項（第24条の13）の規定に

より届け出ます。

記

　（注）１　変更があつた項目の番号に○をつけてください。

　　　　２　変更内容がわかる書類を添付してください。

　　　　３　変更があつた日から10日以内に届け出てください。

名 称

申請事項を変更した事業所（施設） 所 在 地

事業所（施設）の種類

変更の内容変更があつた事項

（変更前）
事業所（施設）の名称１

事業所（施設）の所在地（設置の場所）２

設置者の名称及び主たる事務所の所在地３

代表者の氏名及び住所４

定款、寄付行為等及びその登記事項証明書又は条例等５

医療法第７条の許可を受けた病院又は診療所であることを証

する書類
６

（変更後）建物の構造概要及び平面図並びに設備の概要７

事業所（施設）の管理者及び児童発達支援管理責任者の氏名、

経歴及び住所
８

運営規程９

当該申請に係る事業に係る障害児通所給付費及び肢体不自由

児通所医療費又は障害児入所給付費及び障害児入所医療費の

請求に関する事項

10

　　　年　　月　　日変　　更　　年　　月　　日
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様式第２号の４

指定障がい児通所支援事業再開（廃止・休止）届

　　年　　月　　日　　

　　　山形県知事　殿

所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　事業者　名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　

代表者氏名　　　　　　　　　　　　印　　

　　下記のとおり指定障害児通所支援事業を再開した（廃止・休止する）ので、児童福祉法第21条の５の19第１項

（第２項）の規定により届け出ます。

　（注）１　事業の再開に係る届出にあつては、当該事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態が休止前と異な

る場合には、勤務の体制及び形態がわかる書類を添付してください。

　　　　２　事業の再開に係る届出にあつては、再開した日から10日以内に届け出てください。

　　　　３　事業の廃止又は休止に係る届出にあつては、廃止又は休止しようとする日の１箇月前までに届け出て

ください。

　別記様式第４号の２の２（表）中「障がい児施設給付費兼特定入所障がい児食費等給付費支給申請書」を「障が

い児入所給付費兼特定入所障がい児食費等給付費支給申請書」に、「障害児施設給付費（」を「障害児入所給付費

　　　　「

（」に、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

事 業 所 番 号

再開した（廃止・休止

する）事業所
名 称

所 在 地

　　　年　　　　月　　　　日再開した（廃止・休止する）年月日

廃 止 （ 休 止 ） す る 理 由

現に指定障害児通所支援を受けていた者

に対する措置（廃止・休止する場合のみ）

　　　年　　月　　日～　　　年　　月　　日休　　止　　予　　定　　期　　間

利用する指定知的障害児施設等の種類及び申請に係る具体的内容

□指定第２種自閉症児施設□指定第１種自閉症児施設□指定知的障害児施設

種
　
　
　
　
類

□指定ろうあ児施設□指定盲児施設□指定知的障害児通園施設

□指定肢体不自由児療護施

設

□指定肢体不自由児施設

（入所 ・ 通所）
□指定難聴幼児通園施設

□指定医療機関

（肢体不自由児・重症心身障害児）
□指定重症心身障害児施設

□指定肢体不自由児通園施

設
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「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改め、同様式

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

（裏）を次のように改める。

（裏）

利用する指定障害児入所施設等の種類及び申請に係る具体的内容

□指定医療機関□指定障害児入所施設（医療型）□指定障害児入所施設（福祉型）
種
類

１　負担上限月額に関する認定

　　下記の区分の認定を申請します。

　　（次のいずれかに該当する者は、該当する番号に○をつけてください。）

　(1) 生活保護受給世帯に属する者

　(2) 市町村民税非課税世帯に属する者であつて、合計所得金額及び障害者基礎年金

等の収入の合計額が80万円以下のもの

　(3) 市町村民税非課税世帯に属する者であつて、(2)以外のもの

　(4) 市町村民税課税世帯に属する者のうち世帯の市町村民税所得割額の合計額が28

万円未満のもの

申
 　
請
 　
す
 　
る
 　
減
 　
免
 　
の
 　
種
 　
類

２　特定入所障害児食費等給付費に関する認定（医療型障害児入所施設を除く。）

　　（該当する者は、番号に○をつけてください。）

　　障害児入所施設への入所を希望するため、特定入所障害児食費等給付費の支給を

申請します。

３　医療型個別減免に関する認定

　　（該当する者は、番号に○をつけてください。）

　　医療型障害児入所施設への入所を希望するため、医療型個別減免を申請します。

□申請者本人　　□申請者本人以外（下の欄に記入してください。）申請書提出者

申請者との

関係

ふ り が な

氏 名

〒

　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号　　　　　　　

住 所

　（注）１　「医療型障害児入所施設」とは、障害児入所給付費及び障害児入所医療費の給付

の対象となる施設をいう。

　　　　２　「保険者名及び番号」の欄及び「被保険者証の記号及び番号」の欄は、障害児入

所医療を受けようとする場合に記入してください。

　　　　３　負担上限月額及び食費等を負担することにより、生活保護の対象となる場合は、

福祉事務所が交付する境界層対象者証明書を添付してください。

　別記様式第４号の３を次のように改める。

被保険者証

の記号及び

番号

保 険 者 名

及 び 番 号
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様式第４号の３

障がい児入所給付費支給変更届出書

年　　月　　日　　

　　　山形県知事　殿

　　次のとおり、障害児入所給付費の支給の申請事項の変更を届け出ます。

　（注）負担上限月額及び食費等を負担することにより、生活保護の対象となる場合は、福祉事務所が交付する境

界層対象者証明書を添付してください。

ふ り が な

届
　
出
　
者

氏 名

(記名押印又は署名)

〒

　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号

居 住 地

年　月　日生 年 月 日
ふ り が な

届 出 申 請 に 係 る

障 が い 児 氏 名 届出者との続柄

年　月　日生 年 月 日

受給者証番号

精神障害者保健

福祉手帳番号

療 育 手

帳 番 号

身 体 障 害 者

手 帳 番 号

変 更 の 内 容

及 び 理 由

負担上限月額に関する事項

　　下記の区分のいずれかに該当することとなつた（いずれにも該当しなくなつた）ので届け出ます。

　　（次のいずれかに該当する者は、該当する番号に○をつけてください。）

　(1) 生活保護受給世帯に属する者

　(2) 市町村民税非課税世帯に属する者であつて、合計所得金額及び障害者基礎年金等の収入の合計額

が80万円以下のもの

　(3) 市町村民税非課税世帯に属する者であつて、(2)以外のもの

　(4) 市町村民税課税世帯に属する者のうち世帯の市町村民税所得割額の合計額が28万円未満のもの

変
更
を
届
け
出
る
事
項
の
種
類

□届出者本人　　□届出者本人以外（下の欄に記入してください。）届出書提出者

届 出 者

との関係

ふ り が な

氏 名

〒

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号　　　　　　　　　

住 所
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　　　　　　　　　　　　　　「　　　　　　　　　　　　　「

　別記様式第４号の４（表）中　　　　　　　　　　　　　を　　　　　　　　　　　　　に、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」　　　　　　　　　　　　　」

「　　　　　「

　　　　　を　　　　　に、「施設給付決定の」を「入所給付決定の」に、「施設支援」を「入所支援」に、

　　　　」　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に、「指定知的障害児施設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

等」を「指定障害児入所施設」に改め、同様式（裏）中「指定施設支援」を「指定入所支援」に、「１割です。ただ

し」を「となり」に、「施設給付決定保護者」を「入所給付決定保護者」に、「障害児施設給付費」を「障害児入所

給付費」に改める。

　別記様式第４号の５中「障がい児施設受給者証再交付申請書」を「障がい児入所受給者証再交付申請書」に、「障

がい児施設受給者証の」を「障がい児入所受給者証の」に改める。

　別記様式第４号の６中「高額障がい児施設給付費支給申請書」を「高額障がい児入所給付費支給申請書」に、「高

額障害児施設給付費の」を「高額障害児入所給付費の」に、「施設給付決定保護者利用者負担合算額」を「入所給付

決定保護者利用者負担合算額」に、「高額障害児施設給付費を」を「高額障害児入所給付費を」に改める。

　別記様式第４号の７及び別記様式第４号の８を削る。

　別記様式第４号の９中「指定知的障がい児施設等辞退申出書」を「指定障がい児入所施設辞退申出書」に、「指定

知的障害児施設等」を「指定障害児入所施設」に改め、同様式を別記様式第４号の７とする。

　別記様式第５号の２の注書第４項中「第34条の19第１項各号」を「第34条の20第１項各号」に改める。

　別記様式第16号中「、第63条の２第１項、同条第２項、第63条の３第１項」を削り、同様式の注書中「第27条の

２第１項、」を「第27条の２第１項又は」に改め、「、第63条の２第１項若しくは第２項、第63条の３第１項」を削

る。

　　　附　則

　（施行期日）

１　この規則は、平成24年４月１日から施行する。ただし、第２条第１項第５号の改正規定及び附則第３項の規定

（知事の権限に属する事務の委任に関する規則（昭和41年９月県規則第70号）別表児童相談所長の項委任事項の

欄第１項第１号ホの改正規定に限る。）は、非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等

に関する法律（平成23年法律第53号）の施行の日から施行する。

　（準備行為）

２　障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の

地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律（平成22年法律第71号）第５条の規定による改正後の児

障がい児入所受給者証障がい児施設受給者証

入
所
給
付
決
定
保
護
者

施
設
給
付
決
定
保
護
者

負担上限月額１割
利用者負担割合

（原則）

　　　年　　月　　日から　　年　　月　　日まで適 用 期 間

食事提供加算対象者

　　　年　　月　　日から　　年　　月　　日まで適 用 期 間

負担上限月額

　　　年　　月　　日から　　年　　月　　日まで適 用 期 間

user
ノート
平成２４年４月１６日付け第２３３６号５３９頁に正誤あり
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童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の５の15の規定による同法第21条の５の３第１項の指定の手続その他

の行為は、この規則の施行前においても、改正後の第３条第１項第３号及び別記様式第２号の２の規定の例によ

り行うことができる。

　（知事の権限に属する事務の委任に関する規則の一部改正）

３　知事の権限に属する事務の委任に関する規則の一部を次のように改正する。

　　別表児童相談所長の項委任事項の欄第１項第１号ホ中「第４項」を「第３項」に改め、同号チ中「から第４項

まで」を「及び第３項」に改め、同号ル中「、第31条第２項」を「並びに第31条第２項」に改め、「、第63条の

２第１項及び第２項並びに第63条の３第１項」を削り、同号ヲ中「、第31条第２項」を「並びに第31条第２項」

に改め、「、第63条の２第１項及び第２項並びに第63条の３第１項」を削り、同号ワ及びカを削り、同表総合支庁

長の項委任事項の欄第４項第１号ヘ中「第27条の２第１項、」を「第27条の２第１項並びに」に改め、「、第63

条の２第１項及び第２項並びに第63条の３第１項」を削る。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　山形県障害者自立支援法の施行に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　平成24年３月30日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

山形県規則第24号

　　　山形県障害者自立支援法の施行に関する規則の一部を改正する規則

　山形県障害者自立支援法の施行に関する規則（平成18年３月県規則第70号）の一部を次のように改正する。

　第１条中「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等に関す

る省令（平成18年厚生労働省令第56号）」を「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設

備及び運営に関する基準（平成18年厚生労働省令第171号）」に改める。

　第２条第２項中「の規定」を「、第51条の11第１項及び第74条第２項の規定」に改め、同条第３項中「次に掲げ

る事務」を「法第26条第１項、第51条の11第１項及び第74条第２項の規定による市町村に対する援助等に関する事

務」に改め、同項各号を削り、同条第４項中「の規定」を「、第51条の11第１項及び第74条第２項の規定」に改め、

同条第５項中「の規定」を「及び第51条の11第１項の規定」に改める。

　第３条の見出し中「申請」を「申請等」に改め、同条中「（法第40条において準用する場合を含む。）及び第38条

第１項」を「、第38条第１項及び第51条の19第１項」に、「指定相談支援事業者及び指定障害者支援施設の指定」を

「指定障害者支援施設及び指定一般相談支援事業者の指定並びに法第41条第４項において準用する法第36条第１項

及び第38条第１項並びに第51条の21第２項において準用する法第51条の19第１項の規定による指定の更新」に改め

る。

　第４条中「及び第２項」を「及び第３項並びに第51条の25第１項」に、「同条第１項」を「法第46条第１項及び第

２項並びに第51条の25第１項及び第２項」に、「廃止、休止又は再開」を「再開、廃止又は休止」に、「指定障がい

福祉サービス事業等廃止（休止・再開）届」を「指定障がい福祉サービス事業等再開（廃止・休止）届」に改める。

　第11条の次に次の１条を加える。

　（指定自立支援医療機関の指定の更新の申請）

第11条の２　法第60条第１項の規定による指定の更新の申請は、指定自立支援医療機関指定更新申請書（別記様式

第16号の２から別記様式第16号の７まで）により行うものとする。

　別記様式第１号中「指定障がい福祉サービス事業者等指定申請書」を「指定障がい福祉サービス事業者等指定

（指定更新）申請書」に、「指定相談支援事業者、指定障害者支援施設）の指定」を「指定障害者支援施設、指定一

般相談支援事業者）の指定（指定の更新）」に、「第40条において準用する第36条第１項、第38条第１項」を「第38

条第１項、第41条第４項において準用する第36条第１項（第38条第１項）、第51条の19第１項、第51条の21第２項に
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　　　　　　　　　　　　　　　　　 「　　　　　「

おいて準用する第51条の19第１項」に、　　　　　を　　　　　に改める。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」　　　　　」

　別記様式第２号中「指定相談支援事業者、指定障害者支援施設」を「指定障害者支援施設、指定一般相談支援事

業者」に、「第46条第２項」を「第46条第３項、第51条の25第１項」に改める。

　別記様式第３号中「指定障がい福祉サービス事業等廃止（休止・再開）届」を「指定障がい福祉サービス事業等

再開（廃止・休止）届」に、「指定相談支援事業）を廃止（休止・再開）した」を「指定一般相談支援事業）を再開

した（廃止・休止する）」に、「の規定」を「（第46条第２項、第51条の25第１項、第51条の25第２項）の規定」に、

「廃止（休止・再開）する」を「再開した（廃止・休止する）」に、「廃止・休止・再開した」を「再開した（廃止・

休止する）」に、「廃止・休止した」を「廃止・休止する」に改め、同様式の注書第２項中「廃止・休止・再開の」

を「事業の再開に係る届出にあっては、再開の」に改め、同注書に次の１項を加える。

　　　３　事業の廃止又は休止に係る届出にあっては、廃止又は休止の日の１月前までに届け出てください。

　別記様式第11号の備考第５項中「収容設備」を「入院設備」に改める。

　　　　　　　　　「住　所　　「住　所
　別記様式第12号中　　　　　を　　　　　　　　に改め、同様式の別紙２の備考第２項中「掲げる」を「掲げる
　　　　　　　　　　氏　名」　　氏名又は名称」

もの」に改める。

　別記様式第13号の備考第２項中「第44条ノ４第１項」を「第88条第１項」に改める。

　　　　　　　　　「住　所　　「住　所　
　別記様式第15号中　　　　　を　　　　　　　　に改める。
　　　　　　　　　　氏　名」　　氏名又は名称」

　別記様式第16号の備考中「第44条ノ４第１項」を「第88条第１項」に改め、同様式の次に次の６様式を加える。

指
定
（
指
定
の
更
新
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
業
所
・
施
設

指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
業
所
・
施
設
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様式第16号の２

指定自立支援医療機関指定更新申請書

（病院又は診療所）

育　成　医　療　・　更　生　医　療指　 　 定　 　 区　 　 分

名 称

保険医療機関

所 在 地

住 所

開 設 者
氏 名 又 は

名 称

標 榜 し て い る 診 療 科 目

担当しようとする医療の種類

主として担当する医師又は

歯科医師の氏名　　　　　

有 ・ 無自立支援医療を行うために必要な設備及び体制の変更の有無

人自立支援医療を行うための入院設備の定員

　指定自立支援医療機関の指定の更新を受けたいので、障害者自立支援法第60条第１項の規定により、上記

のとおり申請します。

　　　　　　　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保険医療機関の開設者　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名又は名称　　　　　　　　　　㊞　　

　山形県知事　殿

　備考

　　１　育成医療・更生医療のうち、指定の更新を希望するものを○で囲むこと。

　　２　「保険医療機関」の名称は、正式名称を記載すること。

　　３　「担当しようとする医療の種類」は、次のうち希望するものを記載すること。

　　　(1) 眼科に関する医療　　　　　　　　　(9) 心臓移植に関する医療

　　　(2) 耳鼻咽喉科に関する医療　　　　　　(10) 腎臓に関する医療

　　　(3) 口腔に関する医療　　　　　　　　　(11) 腎移植に関する医療

　　　(4) 整形外科に関する医療　　　　　　　(12) 小腸に関する医療

　　　(5) 形成外科に関する医療　　　　　　　(13) 肝臓移植に関する医療

　　　(6) 中枢神経に関する医療　　　　　　　(14) 歯科矯正に関する医療

　　　(7) 脳神経外科に関する医療　　　　　　(15) 免疫に関する医療

　　　(8) 心臓脈管外科に関する医療

　　４　「主として担当する医師又は歯科医師の氏名」は、医療の種類ごとに記載すること。

　　５　「自立支援医療を行うために必要な設備及び体制の変更の有無」において、直近の指定の申請（変更の届

出を含む。）から変更があった場合は、別紙を添付すること。

　　６　「自立支援医療を行うための入院設備の定員」は、医療の種類ごとに記載すること。
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別紙

　自立支援医療を行うために必要な体制及び設備の概要

数　　量品　　　目数　　量品　　　目

設　　　備

（主要なもの）

体　　　制



14

山　　形　　県　　公　　報 号外(４)平成24年３月30日（金曜日）

様式第16号の３

指定自立支援医療機関指定更新申請書

（薬局）

　備考　１　育成医療・更生医療のうち、指定の更新を希望するものを○で囲むこと。

　　　　２　「調剤のために必要な設備及び施設の変更の有無」において、直近の指定の申請（変更の届出を含

む。）から変更があった場合は、別紙を添付すること。

別紙

調剤のために必要な設備及び施設の概要

　備考　１　薬局の見取図を添付すること。

　　　　２　主たる設備の項には、薬局等構造設備規則（昭和36年厚生省令第２号）に掲げるもの以外のものがあ

る場合にのみ、その主たるものを記載すること。

育　成　医　療　・　更　生　医　療指　 　 定　 　 区　 　 分

名 称

保 険 薬 局

所 在 地

住 所

開 設 者
氏 名 又 は

名 称

薬 剤 師 の 氏 名

有 ・ 無調剤のために必要な設備及び施設の変更の有無

　指定自立支援医療機関の指定の更新を受けたいので、障害者自立支援法第60条第１項の規定により、上記

のとおり申請します。

　　　　　　　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開設者　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名又は名称　　　　　　　　　　㊞　　

　山形県知事　殿

品　　　目品　　　目

主たる設備

調剤室の面積調剤室の構造
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山　　形　　県　　公　　報 号外(４)平成24年３月30日（金曜日）

様式第16号の４

指定自立支援医療機関指定更新申請書

（訪問看護事業者等）

育　成　医　療　・　更　生　医　療指　 　 定　 　 区　 　 分

名 称
指定居宅サービス事業者

・指定訪問看護事業者 主たる事務所

の 所 在 地

名 称

訪問看護ステーション等 所 在 地

有　・　無
職員の定数の

変更の有無

健　保　・　介　護区 分

　指定自立支援医療機関の指定の更新を受けたいので、障害者自立支援法第60条第１項の規定により、上記

のとおり申請します。

　　　　　　　　　年　　月　　日

指定居宅サービス事業者・　　　　　　　　　　　　　　　

指定訪問看護事業者等　　　　　　　　　　　　　　　　　

所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

名称及び代表者の氏名　　　　　　　　　　　　　㊞　　

　山形県知事　殿

　備考　１　育成医療・更生医療のうち、指定の更新を希望するものを○で囲むこと。

　　　　２　「職員の定数の変更の有無」において、直近の指定の申請（変更の届出を含む。）から変更があった

場合は、別紙を添付すること。

　　　　３　「区分」の欄は、健康保険法第88条第１項に規定する指定訪問看護事業者にあっては「健保」を、介

護保険法第41条第１項の規定による指定を受けた訪問看護を行う者にあっては「介護」を○で囲むこと。

別紙

　 訪問看護ステーション等において指定訪問看護若しくは指定老人訪問看護又は指定居宅サービス（介護保険法第

８条第４項に規定する訪問看護に限る。）に従事する職員の定数

　備考　職員の定数は、保健師、看護師、理学療法士、作業療法士等の職種ごとに記載すること。

 

定　　　　　数職　　　　種
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山　　形　　県　　公　　報 号外(４)平成24年３月30日（金曜日）

様式第16号の５

指定自立支援医療機関指定更新申請書

（精神通院医療　病院又は診療所）

　備考　１　「保険医療機関」の名称は、正式名称を記載すること。

　　　　２　標榜している診療科目が多数ある医療機関については、精神通院医療に主に関係する診療科目のみを

記載すること。

名 称

保険医療機関

所 在 地

住 所

開 設 者
氏 名 又 は

名 称

標 榜 し て い る 診 療 科 目

主として担当する医師の氏名

　指定自立支援医療機関の指定の更新を受けたいので、障害者自立支援法第60条第１項の規定により、上記

のとおり申請します。

　　　　　　　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開設者　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名又は名称　　　　　　　　　　㊞　　

　山形県知事　殿
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山　　形　　県　　公　　報 号外(４)平成24年３月30日（金曜日）

様式第16号の６

指定自立支援医療機関指定更新申請書

（精神通院医療　薬局）

名 称

保 険 薬 局

所 在 地

住 所

開 設 者
氏 名 又 は

名 称

薬 剤 師 の 氏 名

　指定自立支援医療機関の指定の更新を受けたいので、障害者自立支援法第60条第１項の規定により、上記

のとおり申請します。

　　　　　　　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開設者　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名又は名称　　　　　　　　　　㊞　　

　山形県知事　殿
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山　　形　　県　　公　　報 号外(４)平成24年３月30日（金曜日）

様式第16号の７

指定自立支援医療機関指定更新申請書

（精神通院医療　訪問看護事業者等）

　備考　１　「職員の定数の変更の有無」において、直近の指定の申請（変更の届出を含む。）から変更があった

場合は、別紙を添付すること。

　　　　２　「区分」の欄は、健康保険法第88条第１項に規定する指定訪問看護事業者にあっては「健保」を、介

護保険法第41条第１項の規定による指定を受けた訪問看護を行う者にあっては「介護」を○で囲むこと。

別紙

　訪問看護ステーション等において指定訪問看護若しくは指定老人訪問看護又は指定居宅サービス（介護保険法第

８条第４項に規定する訪問看護に限る。）に従事する職員の定数

　備考　職員の定数は、保健師、看護師、理学療法士、作業療法士等の職種ごとに記載すること。 

名 称
指定居宅サービス事業者

・指定訪問看護事業者 主たる事務所

の 所 在 地

名 称

訪問看護ステーション等 所 在 地

有　・　無
職員の定数の

変更の有無

健　保　・　介　護区 分

　指定自立支援医療機関の指定の更新を受けたいので、障害者自立支援法第60条第１項の規定により、上記

のとおり申請します。

　　　　　　　　　年　　月　　日

指定居宅サービス事業者・　　　　　　　　　　　　　　　

指定訪問看護事業者等　　　　　　　　　　　　　　　　　

所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

名称及び代表者の氏名　　　　　　　　　　　　　㊞　　

　山形県知事　殿

定　　　　　数職　　　　種
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山　　形　　県　　公　　報 号外(４)平成24年３月30日（金曜日）

　　　　　　　　　「

　別記様式第24号中　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　　　附　則

　（施行期日）

１　この規則は、平成24年４月１日から施行する。

　（準備行為）

２　障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の

地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律（平成22年法律第71号）第３条の規定による改正後の障

害者自立支援法（平成17年法律第123号）第51条の19の規定による同法第51条の14第１項の指定の手続その他の

行為は、この規則の施行前においても、改正後の第３条、第15条第１項、別記様式第１号及び別記様式第24号の

規定の例により行うことができる。

　（知事の権限に属する事務の委任に関する規則の一部改正）

３　知事の権限に属する事務の委任に関する規則（昭和41年９月県規則第70号）の一部を次のように改正する。

　　別表児童相談所長の項委任事項の欄第３項第１号イ中「の規定」を「、第51条の11第１項及び第74条第２項の

規定」に改め、同表身体障がい者更生相談所長の項委任事項の欄第１項第１号イ中「の規定」を「、第51条の11

第１項及び第74条第２項の規定」に改め、同号ロを削り、同表知的障がい者更生相談所長の項委任事項の欄第１

項第１号イ中「の規定」を「、第51条の11第１項及び第74条第２項の規定」に改め、同表精神保健福祉センター

所長の項委任事項の欄第１項第１号イ中「の規定」を「及び第51条の11第１項の規定」に改める。

１　障害福祉サービス事業　２　相談支援事業

３　移動支援事業　　　　　４　地域活動支援センター経営事業

５　福祉ホーム経営事業

１　障害福祉サービス事業　２　一般相談支援事業

３　特定相談支援事業　　　４　移動支援事業

５　地域活動支援センター経営事業

６　福祉ホーム経営事業
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